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○姫路市建築確認申請手数料等徴収条例 

平成１２年３月２９日 

条例第１２号 

改正 平成１３年１０月１２日条例第５１号 

平成１４年３月２７日条例第１８号 

平成１５年３月２６日条例第１１号 

平成１７年７月１日条例第６３号 

平成１７年１２月２０日条例第９０号 

平成１８年９月１４日条例第９８号 

平成１９年３月２８日条例第２４号 

平成２１年５月２９日条例第４１号 

平成２３年１０月６日条例第４９号 

平成２４年３月２７日条例第２２号 

平成２５年３月２７日条例第２１号 

平成２５年１２月２０日条例第６３号 

平成２７年３月２４日条例第２３号 

平成２８年３月２５日条例第３９号 

平成２８年６月２４日条例第４８号 

平成２９年３月２８日条例第２３号 

平成２９年１０月５日条例第６０号 

平成３０年３月２８日条例第２０号 

平成３０年１０月４日条例第４６号 

令和元年６月２６日条例第１０号 

令和２年３月２６日条例第１９号 

令和３年３月２９日条例第１６号 

令和３年１２月２２日条例第５７号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２７条の規定により徴

収する建築物に関する確認申請手数料等について必要な事項を定めるものとする。 

（手数料の額） 

第２条 本市は、次の各号に掲げる事務について、申請者から当該各号に掲げる名称の手
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数料を徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、第６２号については用紙１

枚につき、その他のものについては１件につき当該各号に定める金額とする。 

(1) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項（同法第８７条第１項にお

いて準用する場合を含む。）の規定に基づく確認申請又は同法第１８条第２項（同法

第８７条第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づく通知に対する審査（次

号及び第２号に掲げるものを除く。） 建築物に関する確認申請等手数料 建築物の

床面積の合計が３０平方メートル以下の場合は１１，０００円、３０平方メートルを

超え１００平方メートル以下の場合は１９，０００円、１００平方メートルを超え２

００平方メートル以下の場合は３１，０００円、２００平方メートルを超え５００平

方メートル以下の場合は４３，０００円、５００平方メートルを超え１，０００平方

メートル以下の場合は６８，０００円、１，０００平方メートルを超え２，０００平

方メートル以下の場合は９３，０００円、２，０００平方メートルを超え１０，００

０平方メートル以下の場合は２２１，０００円、１０，０００平方メートルを超え５

０，０００平方メートル以下の場合は３３８，０００円、５０，０００平方メートル

を超える場合は６０９，０００円 

(2) 確認の申請又は通知に係る計画に建築基準法第８７条の４の昇降機に係る部分が含

まれる場合における同法第６条第１項の規定に基づく確認申請又は同法第１８条第２

項の規定に基づく通知に対する審査 建築設備を含む建築物に関する確認申請等手数

料 第１号に規定する額に次の区分に応じ、当該区分に定める額を加えた額 

ア 建築設備を設置する場合（確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設

置する場合を除く。） １６，０００円（小荷物専用昇降機については、１０，０

００円） 

イ 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 ９，０００円

（小荷物専用昇降機については、５，０００円） 

(3) 建築基準法第８７条の４において準用する同法第６条第１項の規定に基づく確認申

請又は同法第１８条第２項の規定に基づく通知に対する審査 建築設備に関する確認

申請等手数料 建築設備を設置する場合（確認を受けた建築設備の計画の変更をして

建築設備を設置する場合を除く。）は１６，０００円（小荷物専用昇降機については、

１０，０００円）、確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場

合は９，０００円（小荷物専用昇降機については、５，０００円） 

(4) 建築基準法第８８条第１項又は第２項において準用する同法第６条第１項の規定に
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基づく確認申請又は同法第１８条第２項の規定に基づく通知に対する審査 工作物に

関する確認申請等手数料 工作物を築造する場合（確認を受けた工作物の計画の変更

をして工作物を築造する場合を除く。）は１２，０００円、確認を受けた工作物の計

画の変更をして工作物を築造する場合は７，０００円 

(5) 建築基準法第７条第４項又は同法第１８条第１７項の規定に基づく完了検査（次号、

第９号及び第１０号に掲げるものを除く。） 建築物に関する完了検査申請等手数料 

建築物の床面積の合計が３０平方メートル以下の場合は１４，０００円、３０平方メ

ートルを超え１００平方メートル以下の場合は１８，０００円、１００平方メートル

を超え２００平方メートル以下の場合は２２，０００円、２００平方メートルを超え

５００平方メートル以下の場合は３０，０００円、５００平方メートルを超え１，０

００平方メートル以下の場合は４７，０００円、１，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以下の場合は６４，０００円、２，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以下の場合は１５７，０００円、１０，０００平方メートル

を超え５０，０００平方メートル以下の場合は２４２，０００円、５０，０００平方

メートルを超える場合は４５７，０００円 

(6) 検査の申請又は通知に係る建築物に建築基準法第８７条の４の昇降機に係る部分が

含まれる場合における同法第７条第４項又は同法第１８条第１７項の規定に基づく完

了検査（第１０号に掲げるものを除く。） 建築設備を含む建築物に関する完了検査

申請等手数料 前号に定める額に１９，０００円（小荷物専用昇降機については、１

１，０００円）を加えた額 

(7) 建築基準法第８７条の４において準用する同法第７条第４項又は同法第１８条第１

７項の規定に基づく完了検査 建築設備に関する完了検査申請等手数料 １９，００

０円（小荷物専用昇降機については、１１，０００円） 

(8) 建築基準法第８８条第１項又は第２項において準用する同法第７条第４項又は同法

第１８条第１７項の規定に基づく完了検査 工作物に関する完了検査申請等手数料 

１２，０００円 

(9) 建築基準法第７条の３第１項の特定工程に係る建築物に係る同法第７条第４項又は

同法第１８条第１７項の規定に基づく完了検査（次号に掲げるものを除く。） 建築

物に関する完了検査申請等減額手数料 建築物の床面積の合計が３０平方メートル以

下の場合は１３，０００円、３０平方メートルを超え１００平方メートル以下の場合

は１７，０００円、１００平方メートルを超え２００平方メートル以下の場合は２１，
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０００円、２００平方メートルを超え５００平方メートル以下の場合は２９，０００

円、５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下の場合は４５，０００円、

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以下の場合は６１，０００円、

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下の場合は１４７，００

０円、１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以下の場合は２３

２，０００円、５０，０００平方メートルを超える場合は４３７，０００円 

(10) 建築基準法第７条の３第１項の特定工程に係る建築物に同法第８７条の４の昇降

機に係る部分が含まれる場合における同法第７条第４項又は同法第１８条第１７項の

規定に基づく完了検査 建築設備を含む建築物に関する完了検査申請等減額手数料 

前号に定める額に１８，０００円（小荷物専用昇降機については、１１，０００円）

を加えた額 

(11) 建築基準法第７条の３第４項又は同法第１８条第２０項の規定に基づく中間検査

（次号に掲げるものを除く。） 建築物に関する中間検査申請等手数料 中間検査を

行う部分の床面積の合計が３０平方メートル以下の場合は１２，０００円、３０平方

メートルを超え１００平方メートル以下の場合は１６，０００円、１００平方メート

ルを超え２００平方メートル以下の場合は１９，０００円、２００平方メートルを超

え５００平方メートル以下の場合は２５，０００円、５００平方メートルを超え１，

０００平方メートル以下の場合は４０，０００円、１，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以下の場合は５３，０００円、２，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以下の場合は１２０，０００円、１０，０００平方メートル

を超え５０，０００平方メートル以下の場合は１９０，０００円、５０，０００平方

メートルを超える場合は３８０，０００円 

(12) 中間検査の申請又は通知に係る建築物に建築基準法第８７条の４の昇降機に係る

部分が含まれる場合における同法第７条の３第４項又は同法第１８条第２０項の規定

に基づく中間検査 建築設備を含む建築物に関する中間検査申請等手数料 前号に定

める額に１５，０００円（小荷物専用昇降機については、１１，０００円）を加えた

額 

(13) 建築基準法第８７条の４において準用する同法第７条の３第４項又は同法第１８

条第２０項の規定に基づく中間検査 建築設備に関する中間検査申請等手数料 １５，

０００円（小荷物専用昇降機については、１１，０００円） 

(14) 建築基準法第８８条第１項において準用する同法第７条の３第４項又は同法第１
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８条第２０項の規定に基づく中間検査 工作物に関する中間検査申請等手数料 １２，

０００円 

(15) 建築基準法第７条の６第１項第１号若しくは第２号又は同法第１８条第２４項第

１号若しくは第２号（同法第８７条の４又は第８８条第１項若しくは第２項において

これらの規定を準用する場合を含む。）の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する

審査 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 １２０，

０００円 

(15)の2 建築基準法第４２条第１項第５号の規定に基づく道路の位置の指定の申請に対

する審査 道路の位置の指定申請手数料 ５０，０００円 

(15)の3 建築基準法第４３条第２項第１号の規定に基づく認定の申請に対する審査 建

築物の敷地と道路との関係の認定申請手数料 ２７，０００円 

(16) 建築基準法第４３条第２項第２号の規定に基づく許可の申請に対する審査 建築

物の敷地と道路との関係の許可申請手数料 ３３，０００円 

(17) 建築基準法第４４条第１項第２号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 ３３，０００円 

(18) 建築基準法第４４条第１項第３号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 

道路内における建築認定申請手数料 ２７，０００円 

(19) 建築基準法第４４条第１項第４号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 １６０，０００円 

(20) 建築基準法第４７条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 壁

面線外における建築許可申請手数料 １６０，０００円 

(21) 建築基準法第４８条第１項ただし書、第２項ただし書、第３項ただし書、第４項た

だし書、第５項ただし書、第６項ただし書、第７項ただし書、第８項ただし書、第９

項ただし書、第１０項ただし書、第１１項ただし書、第１２項ただし書又は第１３項

ただし書（同法第８７条第２項若しくは第３項又は第８８条第２項において準用する

場合を含む。）の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 用途地域における

建築等許可申請手数料 １８０，０００円 

(22) 建築基準法第５１条ただし書（同法第８７条第２項若しくは第３項又は第８８条第

２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許

可の申請に対する審査 特殊建築物等敷地許可申請手数料 １６０，０００円 

(23) 建築基準法第５２条第１０項、第１１項又は第１４項の規定に基づく建築物の容積



6/42 

率に関する特例の許可の申請に対する審査 建築物の容積率の特例許可申請手数料 

１６０，０００円 

(23)の2 建築基準法第５７条の２第１項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の申請

に対する審査 特例容積率適用区域内における特例敷地の特例容積率の限度の指定申

請手数料 敷地の数が２である場合は７８，０００円、敷地の数が３以上である場合

は７８，０００円に２を超える敷地の数に２８，０００円を乗じて得た額を加算した

額 

(23)の3 建築基準法第５７条の３第１項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の取消

しの申請に対する審査 特例容積率適用区域内における特例敷地の特例容積率の限度

の指定取消し申請手数料 ６，４００円に現に存する敷地の数に１０，０００円を乗

じて得た額を加算した額 

(23)の4 建築基準法第５３条第４項又は第５項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する

特例の許可の申請に対する審査 壁面線の指定等がある場合の建築物の建蔽率に関す

る制限の適用除外に係る許可申請手数料 ３３，０００円 

(24) 建築基準法第５３条第６項第３号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の

適用除外に係る許可の申請に対する審査 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に

係る許可申請手数料 ３３，０００円 

(25) 建築基準法第５３条の２第１項第３号又は第４号（同法第５７条の５第３項におい

て準用する場合を含む。）の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審

査 建築物の敷地面積の許可申請手数料 １６０，０００円 

(26) 建築基準法第５５条第２項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申

請に対する審査 建築物の高さの特例認定申請手数料 ２７，０００円 

(27) 建築基準法第５５条第３項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対す

る審査 建築物の高さの許可申請手数料 １６０，０００円 

(28) 建築基準法第５６条の２第１項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申

請に対する審査 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 １６０，０００円 

(29) 建築基準法第５７条第１項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外

に係る認定の申請に対する審査 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限

の適用除外に係る認定申請手数料 ２７，０００円 

(30) 建築基準法第５９条第１項第３号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面

積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 高度利用地区における建
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築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 １６０，０

００円 

(31) 建築基準法第５９条第４項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に

対する審査 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 １６０，

０００円 

(32) 建築基準法第５９条の２第１項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さ

に関する特例の許可の申請に対する審査 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率

又は各部分の高さの特例許可申請手数料 １６０，０００円 

(32)の2 建築基準法第６０条の２第１項第３号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、

建築面積及び高さに関する特例の許可の申請に対する審査 都市再生特別地区内にお

ける建築物の容積率、建蔽率、建築面積及び高さに関する特例許可申請手数料 １６

０，０００円 

(33) 建築基準法第６８条の３第１項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適

用除外に係る認定の申請に対する審査 地区計画等の区域のうち再開発等促進区等内

における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 ２７，００

０円 

(33)の2 建築基準法第６８条の３第２項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の

適用除外に係る認定の申請に対する審査 地区計画等の区域のうち再開発等促進区等

内における建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 ２７，０

００円 

(33)の3 建築基準法第６８条の３第３項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適

用除外に係る認定の申請に対する審査 地区計画等の区域のうち再開発等促進区等内

における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 ２７，０００

円 

(34) 建築基準法第６８条の３第４項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する特

例の許可の申請に対する審査 地区計画等の区域のうち再開発等促進区等内における

建築物の各部分の高さに関する特例許可申請手数料 １６０，０００円 

(35) 建築基準法第６８条の４第１項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適

用除外に係る認定の申請に対する審査 建築物の容積率の最高限度を区分して定める

地区計画等の区域内における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請

手数料 ２７，０００円 
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(36) 建築基準法第６８条の５の３第２項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可

の申請に対する審査 高度利用と都市機能の更新を図る地区計画等の区域内における

建築物の各部分の高さの許可申請手数料 １６０，０００円 

(37) 建築基準法第６８条の５の５第１項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限

又は同条第２項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る

認定の申請に対する審査 建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における建築

物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 

２７，０００円 

(38) 建築基準法第６８条の５の６第１項の規定に基づく建築物の建蔽率の算定に関す

る特例に係る認定の申請に対する審査 地区計画等の区域内における建築物の建蔽率

の算定に関する特例に係る認定申請手数料 ２７，０００円 

(39) 建築基準法第６８条の７第５項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許

可の申請に対する審査 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 １６

０，０００円 

(40) 建築基準法第８５条第５項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対

する審査 仮設興行場等建築許可申請手数料 ３箇月以内の期限を定めて許可する場

合は６０，０００円、その他の場合は１２０，０００円 

(40)の2 建築基準法第８５条第６項の規定に基づく１年を超えて使用する仮設興行場等

の建築の許可の申請に対する審査 １年を超えて使用する仮設興行場等建築許可申請

手数料 １６０，０００円 

(41) 建築基準法第８６条第１項の規定に基づく一の敷地とみなすことによる制限の緩

和に係る認定の申請に対する審査 総合的設計による一団地の建築物の制限の緩和に

係る認定申請手数料 建築物の数が１又は２である場合は７８，０００円、建築物の

数が３以上である場合は７８，０００円に２を超える建築物の数に２８，０００円を

乗じて得た額を加算した額 

(42) 建築基準法第８６条第２項の規定に基づく一の敷地とみなすことによる制限の緩

和に係る認定の申請に対する審査 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物

の制限の緩和に係る認定申請手数料 建築物（既存建築物を除く。以下この号におい

て同じ。）の数が１である場合は７８，０００円、建築物の数が２以上である場合は

７８，０００円に１を超える建築物の数に２８，０００円を乗じて得た額を加算した

額 
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(42)の2 建築基準法第８６条第３項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限

の緩和に係る許可の申請に対する審査 一定の一団地内において総合的設計により建

築される建築物の制限の緩和に係る許可申請手数料 建築物の数が１又は２である場

合は２２０，０００円、建築物の数が３以上である場合は２２０，０００円に２を超

える建築物の数に２８，０００円を乗じて得た額を加算した額 

(42)の3 建築基準法第８６条第４項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限

の緩和に係る許可の申請に対する審査 一定の一団の土地の区域内において既存建築

物を前提として総合的設計により建築される建築物の制限の緩和に係る許可申請手数

料 建築物（既存建築物を除く。以下この号において同じ。）の数が１である場合は

２２０，０００円、建築物の数が２以上である場合は２２０，０００円に１を超える

建築物の数に２８，０００円を乗じて得た額を加算した額 

(43) 建築基準法第８６条の２第１項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物

の建築の認定の申請に対する審査 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請

手数料 建築物（一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。）の数が１

である場合は７８，０００円、建築物の数が２以上である場合は７８，０００円に１

を超える建築物の数に２８，０００円を乗じて得た額を加算した額 

(43)の2 建築基準法第８６条の２第２項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築

物に関する特例の許可の申請に対する審査 公告認定対象区域内において建築される

一敷地内認定建築物以外の建築物の特例許可申請手数料 建築物（既存建築物を除く。

以下この号において同じ。）の数が１である場合は２２０，０００円、建築物の数が

２以上である場合は２２０，０００円に１を超える建築物の数に２８，０００円を乗

じて得た額を加算した額 

(43)の3 建築基準法第８６条の２第３項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築

物の建築の許可の申請に対する審査 公告許可対象区域内における一敷地内許可建築

物以外の建築物の建築許可申請手数料 建築物（既存建築物を除く。以下この号にお

いて同じ。）の数が１である場合は２２０，０００円、建築物の数が２以上である場

合は２２０，０００円に１を超える建築物の数に２８，０００円を乗じて得た額を加

算した額 

(44) 建築基準法第８６条の５第１項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制

限の緩和に係る認定又は許可の取消しの申請に対する審査 一の敷地とみなすこと等

による制限の緩和に係る認定又は許可の取消し申請手数料 ６，４００円に現に存す
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る建築物の数に１２，０００円を乗じて得た額を加算した額 

(45) 建築基準法第８６条の６第２項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後

退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 一団地の住

宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さ

に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 ２７，０００円 

(45)の2 建築基準法第８６条の８第１項若しくは第３項（同法第８７条の２第２項にお

いて準用する場合を含む。）又は同法第８７条の２第１項の規定に基づく既存の一の

建築物について２以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定の申請

に対する審査 既存の一の建築物について２以上の工事に分けて工事を行う場合の制

限の緩和に係る認定申請手数料 ２７，０００円 

(45)の2の2 建築基準法第８７条の３第５項の規定に基づく建築物の用途を変更して興

行場等として使用することの許可の申請に対する審査 興行場等使用許可申請手数料 

３箇月以内の期限を定めて許可する場合は６０，０００円、その他の場合は１２０，

０００円 

(45)の2の3 建築基準法第８７条の３第６項の規定に基づく建築物の用途を変更して特

別興行場等として使用することの許可の申請に対する審査 特別興行場等使用許可申

請手数料 １６０，０００円 

(45)の2の4 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１１５条の２第１項第４

号ただし書の規定に基づく防火壁の設置を要しない建築物の認定の申請に対する審査 

防火壁の設置を要しない建築物の認定申請手数料 ２７，０００円 

(45)の3 建築基準法施行令第１３１条の２第２項の規定に基づく計画道路若しくは予定

道路を前面道路とみなすための認定又は同条第３項の規定に基づく前面道路の境界線

等が壁面線等にあるものとみなすための認定の申請に対する審査 計画道路等を前面

道路とみなすための認定又は前面道路の境界線等が壁面線等にあるものとみなすため

の認定申請手数料 ２７，０００円 

(45)の3の2 建築基準法施行令第１３７条の１６第１項第２号の規定に基づく建築基準

法令の適用を受けない建築物の移転の認定の申請に対する審査 建築基準法令の適用

を受けない建築物の移転認定申請手数料 ２７，０００円 

(45)の4 姫路市特別工業地区建築条例（昭和４８年姫路市条例第２号）第２条第１項た

だし書又は姫路市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例（平成９年

姫路市条例第２４号）第２条第１項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対
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する審査 特別工業地区条例又は地区計画条例適用区域内における建築等の許可申請

手数料 １８０，０００円 

(45)の5 姫路市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例第８条第１項の

規定に基づく許可の申請に対する審査 地区計画条例適用区域内における公益上必要

な建築物に係る許可申請手数料 １６０，０００円 

(46) 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第２８条の４第３項第５号イ、第６３

条第３項第５号イ若しくは第６８条の６９第３項第５号イ又は第３１条の２第２項第

１４号ハ若しくは第６２条の３第４項第１４号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地

の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 優良宅地造成

認定申請手数料 造成宅地の面積が０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満の場

合は１３０，０００円、０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満の場合は１９０，

０００円、０．６ヘクタール以上１ヘクタール未満の場合は２６０，０００円、１ヘ

クタール以上３ヘクタール未満の場合は３９０，０００円、３ヘクタール以上６ヘク

タール未満の場合は５１０，０００円、６ヘクタール以上１０ヘクタール未満の場合

は６６０，０００円、１０ヘクタール以上の場合は８７０，０００円 

(47) 租税特別措置法第２８条の４第３項第７号イ、第６３条第３項第７号イ又は第６８

条の６９第３項第７号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するもので

あることについての認定の申請に対する審査 優良宅地造成認定申請手数料 ８６，

０００円 

(48) 租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成１０年法律第２３号。以下「平成１

０年改正措置法」という。）附則第２０条第３項の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる平成１０年改正措置法第１条の規定による改正前の租税特別措置法（以下

「旧租税特別措置法」という。）第６３条の２第３項第３号イに規定する宅地の造成

が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成１０年改正措

置法附則第２０条第４項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別

措置法第６３条の２第３項第３号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与

するものであることについての認定の申請に対する審査 優良宅地造成認定申請手数

料 ８６，０００円 

(49) 租税特別措置法第２８条の４第３項第６号、第６３条第３項第６号若しくは第６８

条の６９第３項第６号又は第３１条の２第２項第１５号ニ（都道府県知事の認定に係

る部分に限る。）若しくは第６２条の３第４項第１５号ニ（都道府県知事の認定に係
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る部分に限る。）に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであるこ

とについての認定の申請に対する審査 優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床

面積の合計が１００平方メートル以下の場合は６，２００円、１００平方メートルを

超え５００平方メートル以下の場合は８，６００円、５００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以下の場合は１３，０００円、２，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以下の場合は３５，０００円、１０，０００平方メートルを

超え５０，０００平方メートル以下の場合は４３，０００円、５０，０００平方メー

トルを超える場合は５８，０００円 

(50) 租税特別措置法第２８条の４第３項第７号ロ、第６３条第３項第７号ロ若しくは第

６８条の６９第３項第７号ロ又は第３１条の２第２項第１５号ニ（市町村長の認定に

係る部分に限る。）若しくは第６２条の３第４項第１５号ニ（市町村長の認定に係る

部分に限る。）に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであること

についての認定の申請に対する審査 優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面

積の合計が１００平方メートル以下の場合は６，２００円、１００平方メートルを超

え５００平方メートル以下の場合は８，６００円、５００平方メートルを超え２，０

００平方メートル以下の場合は１３，０００円、２，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以下の場合は３５，０００円、１０，０００平方メートルを超え

る場合は４３，０００円 

(51) 平成１０年改正措置法附則第２０条第３項の規定によりなお従前の例によること

とされる旧租税特別措置法第６３条の２第３項第２号に規定する住宅の新築が良質な

住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成１０年改正措置法附則

第２０条第４項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第

６３条の２第３項第２号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するもので

あることについての認定の申請に対する審査 良質住宅新築認定申請手数料 新築住

宅の床面積の合計が１００平方メートル以下の場合は６，２００円、１００平方メー

トルを超え５００平方メートル以下の場合は８，６００円、５００平方メートルを超

え２，０００平方メートル以下の場合は１３，０００円、２，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メートル以下の場合は３５，０００円、１０，０００平方メー

トルを超え５０，０００平方メートル以下の場合は４３，０００円、５０，０００平

方メートルを超える場合は５８，０００円 

(52) 平成１０年改正措置法附則第２０条第３項の規定によりなお従前の例によること
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とされる旧租税特別措置法第６３条の２第３項第３号ロに規定する住宅の新築が良質

な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成１０年改正措置法附

則第２０条第４項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法

第６３条の２第３項第３号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するも

のであることについての認定の申請に対する審査 良質住宅新築認定申請手数料 新

築住宅の床面積の合計が１００平方メートル以下の場合は６，２００円、１００平方

メートルを超え５００平方メートル以下の場合は８，６００円、５００平方メートル

を超え２，０００平方メートル以下の場合は１３，０００円、２，０００平方メート

ルを超え１０，０００平方メートル以下の場合は３５，０００円、１０，０００平方

メートルを超える場合は４３，０００円 

(53) 租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４３号）第２０条の２第１３項又は第３

８条の４第２２項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に

対する審査 特定の民間再開発事業認定申請手数料 ３１，０００円 

(54) 租税特別措置法施行令第２５条の４第２項に規定する要件に該当する事業である

ことについての認定の申請に対する審査 特定民間再開発事業認定申請手数料 ３２，

０００円 

(55) 租税特別措置法施行令第２５条の４第１７項に規定する事情があることについて

の認定の申請に対する審査 地区外転出事情認定申請手数料 ２４，０００円 

(56) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項又は第２項の規定に基づ

く開発行為の許可の申請に対する審査 開発行為許可申請手数料 

ア 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の

場合であって、開発区域の面積が０．１ヘクタール未満の場合は８，６００円、０．

１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満の場合は２２，０００円、０．３ヘクター

ル以上０．６ヘクタール未満の場合は４３，０００円、０．６ヘクタール以上１ヘ

クタール未満の場合は８６，０００円、１ヘクタール以上３ヘクタール未満の場合

は１３０，０００円、３ヘクタール以上６ヘクタール未満の場合は１７０，０００

円、６ヘクタール以上１０ヘクタール未満の場合は２２０，０００円、１０ヘクタ

ール以上の場合は３００，０００円 

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務

の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、

開発区域の面積が０．１ヘクタール未満の場合は１３，０００円、０．１ヘクター
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ル以上０．３ヘクタール未満の場合は３０，０００円、０．３ヘクタール以上０．

６ヘクタール未満の場合は６５，０００円、０．６ヘクタール以上１ヘクタール未

満の場合は１２０，０００円、１ヘクタ一ル以上３ヘクタール未満の場合は２００，

０００円、３ヘクタール以上６ヘクタール未満の場合は２７０，０００円、６ヘク

タール以上１０ヘクタール未満の場合は３４０，０００円、１０ヘクタール以上の

場合は４８０，０００円 

ウ その他の場合であって、開発区域の面積が０．１ヘクタール未満の場合は８６，０

００円、０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満の場合は１３０，０００円、

０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満の場合は１９０，０００円、０．６ヘ

クタール以上１ヘクタール未満の場合は２６０，０００円、１ヘクタール以上３ヘ

クタール未満の場合は３９０，０００円、３ヘクタール以上６ヘクタール未満の場

合は５１０，０００円、６ヘクタール以上１０ヘクタール未満の場合は６６０，０

００円、１０ヘクタール以上の場合は８７０，０００円 

(57) 都市計画法第３５条の２第１項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対す

る審査 開発行為変更許可申請手数料 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額

が８７０，０００円を超える場合は、その手数料の額は８７０，０００円とする。 

ア 開発行為に関する設計の変更（イのみに該当する場合を除く。）については、開発

区域の面積（イに規定する変更を伴う場合には変更前の開発区域の面積、開発区域

の縮小を伴う場合は縮小後の開発区域の面積）に応じ前号に規定する額に１０分の

１を乗じて得た額 

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第３０条第１項第１号から第４

号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前

号に規定する額 

ウ その他の変更については、１０，０００円 

(58) 都市計画法第４１条第２項ただし書（同法第３５条の２第４項において準用する場

合を含む。）の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 市街化調整区域内等に

おける建築物の特例許可申請手数料 ４６，０００円 

(59) 都市計画法第４２条第１項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する

審査 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 ２６，０００円 

(60) 都市計画法第４３条第１項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 開

発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 敷地の面
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積が０．１ヘクタール未満の場合は６，９００円、０．１ヘクタール以上０．３ヘク

タール未満の場合は１８，０００円、０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満の

場合は３９，０００円、０．６ヘクタール以上１ヘクタール未満の場合は６９，００

０円、１ヘクタール以上の場合は９７，０００円 

(61) 都市計画法第４５条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対

する審査 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する

住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の

業務の用に供するものの建築若しくは自己の事業の用に供する特定工作物の建設の

用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が１ヘクタール未満の場合 １，

７００円 

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己

の業務の用に供するものの建築又は自己の事業の用に供する特定工作物の建設の用

に供する目的で行うものであって開発区域の面積が１ヘクタール以上の場合 ２，

７００円 

ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外の場合 １７，０００円 

(62) 都市計画法第４７条第５項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 開発登録簿

の写しの交付手数料 ４７０円 

(63) 宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第８条第１項本文の規定に基づく

宅地造成に関する工事の許可の申請に対する審査 宅地造成工事許可申請手数料 切

土又は盛土をする土地の面積が５００平方メートル以下の場合は１２，０００円、５

００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下の場合は２１，０００円、１，

０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以下の場合は３１，０００円、２，

０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以下の場合は４７，０００円、５，

０００平方メートルを超え１ヘクタール以下の場合は６７，０００円、１ヘクタール

を超え２ヘクタール以下の場合は１１０，０００円、２ヘクタールを超え４ヘクター

ル以下の場合は１７０，０００円、４ヘクタールを超え７ヘクタール以下の場合は２

５０，０００円、７ヘクタールを超え１０ヘクタール以下の場合は３４０，０００円、

１０ヘクタールを超える場合は４２０，０００円 

(64) 宅地造成等規制法第１２条第１項の規定に基づく宅地造成に関する工事の計画の

変更許可の申請に対する審査 宅地造成工事変更許可申請手数料 次に掲げる場合に
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応じ、それぞれ定める額 

ア 宅地造成に関する工事の計画のうち、工事の内容の変更をする場合 変更する部分

の土地の面積に応じ、前号に規定する額 

イ その他の変更をする場合（アに規定する変更を伴う場合を除く。） １０，０００

円 

(65) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号。以下「長期優

良住宅普及促進法」という。）第５条第１項から第４項までの規定に基づく長期優良

住宅建築等計画（以下この号から第６８号までにおいて「計画」という。）のうち新

築に係る住宅の認定の申請に対する審査 新築に係る長期優良住宅建築等計画認定申

請手数料 

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号。以下「品確法」

という。）第６条の２第３項又は第４項の規定に基づき登録住宅性能評価機関によ

り長期優良住宅普及促進法第２条第４項に規定する長期使用構造等であると確認さ

れた住宅に係る計画（以下「長期使用構造等適合計画」という。）である場合であ

って住宅が存する建築物の床面積の合計（当該計画の認定の申請が既に認定を受け

た計画に係る建築物内の当該計画に含まれない住宅に係るものである場合にあって

は、住宅の床面積の合計。以下この号において同じ。）が、２００平方メートル以

下の場合は１６，０００円、２００平方メートルを超え５００平方メートル以下の

場合は２８，０００円、５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下の

場合は４７，０００円、１，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以

下の場合は９０，０００円、３，０００平方メートルを超え５，０００平方メート

ル以下の場合は１３３，０００円、５，０００平方メートルを超え１０，０００平

方メートル以下の場合は１９３，０００円、１０，０００平方メートルを超え２０，

０００平方メートル以下の場合は３２６，０００円、２０，０００平方メートルを

超え３０，０００平方メートル以下の場合は４０５，０００円、３０，０００平方

メートルを超える場合は４８５，０００円 

イ 長期使用構造等適合計画以外の計画である場合であって住宅が存する建築物の床

面積の合計が、２００平方メートル以下の場合は５５，０００円、２００平方メー

トルを超え５００平方メートル以下の場合は１２６，０００円、５００平方メート

ルを超え１，０００平方メートル以下の場合は２０３，０００円、１，０００平方

メートルを超え３，０００平方メートル以下の場合は４１１，０００円、３，００
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０平方メートルを超え５，０００平方メートル以下の場合は７２０，０００円、５，

０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下の場合は１，２２４，０

００円、１０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以下の場合は

２，２６０，０００円、２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メート

ル以下の場合は３，２１６，０００円、３０，０００平方メートルを超える場合は

３，９６１，０００円 

(65)の2 長期優良住宅普及促進法第５条第１項から第３項まで又は第５項の規定に基づ

く計画のうち増築又は改築に係る住宅（区分所有住宅を含む。以下この号において同

じ。）の認定の申請に対する審査 増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画認定

申請手数料 

ア 長期使用構造等適合計画である場合であって住宅が存する建築物の床面積の合計

（当該計画の認定の申請が既に認定を受けた計画に係る建築物内の当該計画に含ま

れない住宅に係るものである場合にあっては、住宅の床面積の合計。以下この号に

おいて同じ。）が、２００平方メートル以下の場合は２１，０００円、２００平方

メートルを超え５００平方メートル以下の場合は３７，０００円、５００平方メー

トルを超え１，０００平方メートル以下の場合は６１，０００円、１，０００平方

メートルを超え３，０００平方メートル以下の場合は１１４，０００円、３，００

０平方メートルを超え５，０００平方メートル以下の場合は１７１，０００円、５，

０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下の場合は２５１，０００

円、１０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以下の場合は４２

５，０００円、２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メートル以下の

場合は５３０，０００円、３０，０００平方メートルを超える場合は６２７，００

０円 

イ 長期使用構造等適合計画以外の計画である場合であって住宅が存する建築物の床

面積の合計が、２００平方メートル以下の場合は７２，０００円、２００平方メー

トルを超え５００平方メートル以下の場合は１６８，０００円、５００平方メート

ルを超え１，０００平方メートル以下の場合は２６９，０００円、１，０００平方

メートルを超え３，０００平方メートル以下の場合は５４２，０００円、３，００

０平方メートルを超え５，０００平方メートル以下の場合は９５５，０００円、５，

０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下の場合は１，６２８，０

００円、１０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以下の場合は
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３，００８，０００円、２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メート

ル以下の場合は４，２８４，０００円、３０，０００平方メートルを超える場合は

５，２７０，０００円 

(66) 長期優良住宅普及促進法第８条第１項の規定に基づく計画のうち新築に係る住宅

の変更の認定の申請に対する審査 新築に係る長期優良住宅建築等計画変更認定申請

手数料 住宅が存する建築物の変更に係る部分の床面積の合計が、２００平方メート

ル以下の場合は９，１００円、２００平方メートルを超え５００平方メートル以下の

場合は１７，０００円、５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下の場

合は３０，０００円、１，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以下の

場合は５５，０００円、３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以下

の場合は８６，０００円、５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル

以下の場合は１３５，０００円、１０，０００平方メートルを超え２０，０００平方

メートル以下の場合は２２１，０００円、２０，０００平方メートルを超え３０，０

００平方メートル以下の場合は２６５，０００円、３０，０００平方メートルを超え

る場合は３１０，０００円 

(66)の2 長期優良住宅普及促進法第８条第１項の規定に基づく計画のうち増築又は改築

に係る住宅の変更の認定の申請に対する審査 増築又は改築に係る長期優良住宅建築

等計画変更認定申請手数料 住宅が存する建築物の変更に係る部分の床面積の合計が、

２００平方メートル以下の場合は１１，０００円、２００平方メートルを超え５００

平方メートル以下の場合は２１，０００円、５００平方メートルを超え１，０００平

方メートル以下の場合は３８，０００円、１，０００平方メートルを超え３，０００

平方メートル以下の場合は６７，０００円、３，０００平方メートルを超え５，００

０平方メートル以下の場合は１０９，０００円、５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以下の場合は１７３，０００円、１０，０００平方メートルを超

え２０，０００平方メートル以下の場合は２８５，０００円、２０，０００平方メー

トルを超え３０，０００平方メートル以下の場合は３４３，０００円、３０，０００

平方メートルを超える場合は３９３，０００円 

(67) 長期優良住宅普及促進法第９条第１項又は第３項の規定に基づく譲受人を決定し、

管理者等が選任された場合における計画の変更の認定の申請に対する審査 譲受人を

決定し、管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画変更認定申請手

数料 住宅が存する建築物の譲受けに係る部分の床面積の合計が、２００平方メート
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ル以下の場合は１６，０００円、２００平方メートルを超え５００平方メートル以下

の場合は２８，０００円、５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下の

場合は４７，０００円、１，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以下

の場合は９０，０００円、３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以

下の場合は１３３，０００円、５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メー

トル以下の場合は１９３，０００円、１０，０００平方メートルを超え２０，０００

平方メートル以下の場合は３２６，０００円、２０，０００平方メートルを超え３０，

０００平方メートル以下の場合は４０５，０００円、３０，０００平方メートルを超

える場合は４８５，０００円 

(68) 長期優良住宅普及促進法第１０条の規定に基づく計画の認定を受けた地位の承継

の承認の申請に対する審査 長期優良住宅建築等計画の認定を受けた地位の承継の承

認申請手数料 １６，０００円 

(69) 長期優良住宅普及促進法第１８条第１項の規定に基づく認定長期優良住宅建築等

計画に基づく建築に係る住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 認定

長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 １

６０，０００円 

(70) 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）第５条第１項の

規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録又はその更新の申請（以下「登

録等申請」という。）に対する審査 サービス付き高齢者向け住宅事業登録等申請手

数料 次に掲げる額を合算した額 

ア 登録等申請を行う住宅の居住部分の戸数が１０戸以下の場合は２５，０００円、１

１戸以上２０戸以下の場合は２９，０００円、２１戸以上３０戸以下の場合は３４，

０００円、３１戸以上４０戸以下の場合は３８，０００円、４１戸以上５０戸以下

の場合は４２，０００円、５１戸以上７０戸以下の場合は５０，０００円、７１戸

以上１００戸以下の場合は６３，０００円、１０１戸以上の場合は７５，０００円 

イ 登録等申請を行う住宅の各居住部分の床面積が２５平方メートル未満の場合又は

各居住部分に台所、収納設備若しくは浴室を備えない場合において、居住部分の戸

数が１０戸以下のときは６，２００円、１１戸以上２０戸以下のときは６，９００

円、２１戸以上３０戸以下のときは７，６００円、３１戸以上４０戸以下のときは

８，３００円、４１戸以上５０戸以下のときは９，０００円、５１戸以上７０戸以

下のときは９，７００円、７１戸以上１００戸以下のときは１１，０００円、１０
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１戸以上のときは１２，０００円 

ウ 登録等申請を行う住宅においてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が高齢

者の居住の安定確保に関する法律第７条第１項第６号ハに規定する家賃等の前払金

を受領する場合は６，２００円 

エ 登録等申請を行う住宅におけるサービス付き高齢者向け住宅事業の入居条件及び

サービスの内容等が賃貸借契約による契約で定めるもの以外のものである場合は４，

２００円 

(71) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号。

以下「バリアフリー法」という。）第１７条第１項に定める計画（以下この号におい

て「計画」という。）の認定の申請において、同条第４項の規定による申出が含まれ

る場合又は同法第１８条第１項に定める計画の変更（以下この号において「計画の変

更」という。）の認定の申請において、同法第１８条第２項において準用する同法第

１７条第４項の規定による申出が含まれる場合の審査 バリアフリー法に規定する計

画の認定の申請に申出が含まれる場合における計画認定申請手数料又は計画変更認定

申請手数料 第１号に掲げる建築物に関する確認申請等手数料の金額に相当する額

（次に掲げる場合にあっては、当該額に次のア及びイの区分に応じ、当該区分に定め

る額を加えた額） 

ア 計画又は計画の変更に建築基準法第８７条の４に規定する建築設備に係る部分が

含まれる場合 第３号に掲げる建築設備に関する確認申請等手数料の金額に相当す

る額 

イ 計画又は計画の変更に建築基準法第８８条第１項又は第２項に規定する工作物に

係る部分が含まれる場合 第４号に掲げる工作物に関する確認申請等手数料の金額

に相当する額 

(72) 建築基準法施行規則第１１条の３第１項に掲げる建築計画概要書、築造計画概要書、

定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、処分等概要書及び全体計画概要書（以下

これらを「概要書」という。）の写しの交付 概要書の写しの交付手数料 ３００円 

(73) 建築基準法第４２条第１項第５号に定める位置の指定を受けた道路の図面（以下

「位置指定道路図」という。）の写しの交付 位置指定道路図の写しの交付手数料 ３

００円 

(74) 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号。以下「低炭素化促

進法」という。）第５３条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申
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請に対する審査 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 次に掲げる額を合算した

額 

ア 一戸建ての住宅（一棟の建築物からなる一戸の住宅で、住宅以外の用途に供する部

分を有しないものをいう。以下この号から第７５号までにおいて同じ。）に係る低

炭素建築物新築等計画である場合であって、兵庫県低炭素建築物新築等計画の認定

等に関する要綱（平成２４年１２月４日制定）第４条に規定する知事が定める機関

により作成された低炭素化促進法第５４条第１項第１号に規定する基準に適合する

低炭素建築物新築等計画であると認める旨の書類（以下「低炭素基準適合証」とい

う。）が添付されているときは、床面積の合計が、２００平方メートル未満のもの

にあっては７，０００円、２００平方メートル以上のものにあっては７，５００円 

イ 一戸建ての住宅に係る低炭素建築物新築等計画である場合であって、品確法第６条

第１項に規定する設計住宅性能評価書（以下この号において「性能評価書」という。）

が添付されているときは、床面積の合計が、２００平方メートル未満のものにあっ

ては９，１００円、２００平方メートル以上のものにあっては９，６００円 

ウ 一戸建ての住宅に係る低炭素建築物新築等計画である場合であって、低炭素基準適

合証及び性能評価書が添付されていないときは、床面積の合計が、２００平方メー

トル未満のものにあっては４０，０００円、２００平方メートル以上のものにあっ

ては４５，０００円 

エ 建築物（一戸建ての住宅であるものを除く。以下この号から第７５号まで及び第７

項において同じ。）の住戸の部分に係る低炭素建築物新築等計画である場合であっ

て、低炭素基準適合証が添付されているときは、床面積の合計が、３００平方メー

トル未満のものにあっては１２，０００円、３００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のものにあっては２８，０００円、２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のものにあっては６７，０００円、５，０００平方メート

ル以上１０，０００平方メートル未満のものにあっては１０４，０００円、１０，

０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のものにあっては１６８，

０００円、２５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル未満のものに

あっては２３８，０００円、５０，０００平方メートル以上のものにあっては３７

３，０００円 

オ 建築物の住戸の部分に係る低炭素建築物新築等計画である場合であって、性能評価

書が添付されているときは、床面積の合計が、３００平方メートル未満のものにあ
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っては１５，０００円、３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のも

のにあっては３０，０００円、２，０００平方メートル以上５，０００平方メート

ル未満のものにあっては６９，０００円、５，０００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のものにあっては１０６，０００円、１０，０００平方メート

ル以上２５，０００平方メートル未満のものにあっては１７０，０００円、２５，

０００平方メートル以上５０，０００平方メートル未満のものにあっては２４０，

０００円、５０，０００平方メートル以上のものにあっては３７５，０００円 

カ 建築物の住戸の部分に係る低炭素建築物新築等計画である場合であって、低炭素基

準適合証及び性能評価書が添付されていないときは、床面積の合計が、３００平方

メートル未満のものにあっては７７，０００円、３００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のものにあっては１３０，０００円、２，０００平方メートル

以上５，０００平方メートル未満のものにあっては２２８，０００円、５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のものにあっては３１８，０００

円、１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のものにあって

は６１７，０００円、２５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル未

満のものにあっては１，０６５，０００円、５０，０００平方メートル以上のもの

にあっては１，９５８，０００円 

キ 建築物全体に係る低炭素建築物新築等計画である場合（住宅の用に供する部分（以

下この号において「住宅部分」という。）に限る。）であって、低炭素基準適合証

が添付されているときは、床面積（住宅部分のうち単位住戸以外の部分のエネルギ

ー消費性能を評価しない場合にあっては、床面積から当該部分の面積を除いた面積

とする。以下この号から第７５号までにおいて同じ。）の合計が、３００平方メー

トル未満のものにあっては１２，０００円、３００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のものにあっては２８，０００円、２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のものにあっては６７，０００円、５，０００平方メート

ル以上１０，０００平方メートル未満のものにあっては１０４，０００円、１０，

０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のものにあっては１６８，

０００円、２５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル未満のものに

あっては２３８，０００円、５０，０００平方メートル以上のものにあっては３７

３，０００円 

ク 建築物全体に係る低炭素建築物新築等計画である場合（住宅部分に限る。）であっ
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て、低炭素基準適合証が添付されていないときは、床面積の合計が、３００平方メ

ートル未満のものにあっては７７，０００円、３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のものにあっては１３０，０００円、２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル未満のものにあっては２２８，０００円、５，０００平

方メートル以上１０，０００平方メートル未満のものにあっては３１８，０００円、

１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のものにあっては６

１７，０００円、２５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル未満の

ものにあっては１，０６５，０００円、５０，０００平方メートル以上のものにあ

っては１，９５８，０００円 

ケ 建築物全体に係る低炭素建築物新築等計画である場合（住宅部分以外の部分に限

る。）であって、低炭素基準適合証が添付されているときは、床面積の合計が、３

００平方メートル未満のものにあっては１２，０００円、３００平方メートル以上

１，０００平方メートル未満のものにあっては２２，０００円、１，０００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満のものにあっては３５，０００円、２，０

００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のものにあっては１０４，００

０円、５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のものにあって

は１５４，０００円、１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未

満のものにあっては２０１，０００円、２５，０００平方メートル以上５０，００

０平方メートル未満のものにあっては２４３，０００円、５０，０００平方メート

ル以上のものにあっては３５７，０００円 

コ 建築物全体に係る低炭素建築物新築等計画である場合（住宅部分以外の部分に限

る。）であって、建築物全体のエネルギーの使用の効率性その他性能について、特

別な調査又は研究の結果に基づく計算方法として市長が別に定めるものにより算出

するときは、床面積の合計が、３００平方メートル未満のものにあっては９６，０

００円、３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のものにあっては１

２４，０００円、１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの

にあっては１６３，０００円、２，０００平方メートル以上５，０００平方メート

ル未満のものにあっては２７１，０００円、５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のものにあっては３４７，０００円、１０，０００平方メー

トル以上２５，０００平方メートル未満のものにあっては４２４，０００円、２５，

０００平方メートル以上５０，０００平方メートル未満のものにあっては４９２，
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０００円、５０，０００平方メートル以上のものにあっては６５６，０００円 

サ 建築物全体に係る低炭素建築物新築等計画である場合（住宅部分以外の部分に限

る。）であって、建築物全体のエネルギーの使用の効率性その他性能について、特

別な調査又は研究の結果に基づく計算方法として市長が別に定めるものにより算出

しないときは、床面積の合計が、３００平方メートル未満のものにあっては２４４，

０００円、３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のものにあっては

３０７，０００円、１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のも

のにあっては３９７，０００円、２，０００平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のものにあっては５７５，０００円、５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のものにあっては７０３，０００円、１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００平方メートル未満のものにあっては８３９，０００円、２

５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル未満のものにあっては９５

３，０００円、５０，０００平方メートル以上のものにあっては１，２０９，００

０円 

(75) 低炭素化促進法第５５条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の

認定の申請に対する審査 低炭素建築物新築等計画変更申請手数料 低炭素建築物新

築等計画に係る一戸建ての住宅又は建築物の変更しようとする部分の前号に掲げる区

分及び床面積（一戸建ての住宅又は建築物のエネルギー使用の効率性その他の性能を

算出する方法の変更を伴う場合にあっては、変更後の方法で評価される一戸建ての住

宅又は建築物の部分の床面積を含む。次号において同じ。）に応じ、前号に規定する

額 

(76) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則（平成２４年国土交通省令第８６号）

第４６条の２の規定に基づく新築等計画の変更が軽微な変更に該当している旨の証明

の申請に対する審査 低炭素建築物新築等計画軽微変更該当証明申請手数料 低炭素

建築物新築等計画に係る一戸建ての住宅又は建築物の変更した部分の第７３号に掲げ

る区分及び床面積に応じ、同号に規定する額 

(77) マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）第１０５

条第１項の規定に基づくマンションの容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 

要除却認定マンション建替えの容積率の特例許可申請手数料 １６０，０００円 

(78) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号。以下

「建築物省エネ法」という。）第１１条第１項の規定が適用される建築物の部分が含
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まれる場合における建築基準法第７条第４項若しくは同法第１８条第１７項の規定に

基づく完了検査又は同法第７条の３第１項の特定工程に係る建築物に係る同法第７条

第４項若しくは同法第１８条第１７項の規定に基づく完了検査 建築物省エネ法第１

２条第１項又は同法第１３条第２項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計

画（以下「省エネ確保計画」という。）に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定

（以下「省エネ適合性判定」という。）を受けた建築物に関する完了検査申請等手数

料 第５号又は第９号に定める額に次の区分に定める額を加えた額 省エネ確保計画

に係る非住宅部分（同法第１１条第１項に規定する非住宅部分をいう。次号から第８

１号まで及び第８４号において同じ。）の床面積の合計が、３００平方メートル以上

１，０００平方メートル未満のものにあっては１７，０００円、１，０００平方メー

トル以上２，０００平方メートル未満のものにあっては２８，０００円、２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル未満のものにあっては８５，０００円、５，

０００平方メートル以上１０，０００平方メート未満のものにあっては１３４，００

０円、１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のものにあって

は１６９，０００円、２５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル未満

のものにあっては２１１，０００円、５０，０００平方メートル以上のものにあって

は２９６，０００円 

(79) 省エネ確保計画に係る省エネ適合性判定の申請に対する審査 建築物エネルギー

消費性能確保計画に係る適合性判定申請手数料 

ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省令・国土交

通省令第１号。以下この号、第８１号及び第８４号において「省令」という。）第

１条第１項第１号ロに規定する基準（以下「モデル建物基準」という。）による場

合であって、工場、倉庫その他これらに類する用途に供する建築物（以下この号及

び第７９号において「工場等」という。）のうち非住宅部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上１，０００平方メートル未満のものにあっては３２，０００円、

１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のものにあっては４６，

０００円、２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のものにあっ

ては１１８，０００円、５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未

満のものにあっては１６８，０００円、１０，０００平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満のものにあっては２１６，０００円、２５，０００平方メート

ル以上５０，０００平方メートル未満のものにあっては２６０，０００円、５０，
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０００平方メートル以上のものにあっては３７９，０００円、工場等以外の建築物

のうち非住宅部分の床面積の合計が、３００平方メートル以上１，０００平方メー

トル未満のものにあっては１１９，０００円、１，０００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のものにあっては１５８，０００円、２，０００平方メート

ル以上５，０００平方メートル未満のものにあっては２６４，０００円、５，００

０平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のものにあっては３３９，００

０円、１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のものにあっ

ては４１５，０００円、２５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル

未満のものにあっては４８２，０００円、５０，０００平方メートル以上のものに

あっては６４４，０００円 

イ モデル建物基準によらない場合であって、工場等のうち非住宅部分の床面積の合計

が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のものにあっては３７，０

００円、１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のものにあって

は５１，０００円、２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のも

のにあっては１２５，０００円、５，０００平方メートル以上１０，０００平方メ

ートル未満のものにあっては１７５，０００円、１０，０００平方メートル以上２

５，０００平方メートル未満のものにあっては２２４，０００円、２５，０００平

方メートル以上５０，０００平方メートル未満のものにあっては２７０，０００円、

５０，０００平方メートル以上のものにあっては３９０，０００円、工場等以外の

建築物のうち非住宅部分の床面積の合計が、３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のものにあっては３００，０００円、１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満のものにあっては３８８，０００円、２，０００平方

メートル以上５，０００平方メートル未満のものにあっては５６３，０００円、５，

０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のものにあっては６８９，

０００円、１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のものに

あっては８２３，０００円、２５，０００平方メートル以上５０，０００平方メー

トル未満のものにあっては９３５，０００円、５０，０００平方メートル以上のも

のにあっては１，１８７，０００円 

ウ 第８１号ただし書又は第８２号ただし書に規定する認定を受けた建築物のうち、他

の建築物（建築物省エネ法第３４条第３項に規定する他の建築物をいう。以下同じ。）

の場合（当該他の建築物のエネルギー消費性能について当該認定に係るエネルギー
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消費性能を算出する方法と同一の方法を用いて算出する場合に限る。以下次号及び

第８０号において同じ。）であって、床面積の合計が、３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満のものにあっては２２，０００円、１，０００平方メート

ル以上２，０００平方メートル未満のものにあっては３５，０００円、２，０００

平方メートル以上５，０００平方メートル未満のものにあっては１０３，０００円、

５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のものにあっては１５

１，０００円、１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のも

のにあっては１９８，０００円、２５，０００平方メートル以上５０，０００平方

メートル未満のものにあっては２３９，０００円、５０，０００平方メートル以上

のものにあっては３５２，０００円 

(80) 建築物省エネ法第１２条第２項又は同法第１３条第３項の規定に基づく変更後の

省エネ確保計画の省エネ適合性判定の申請に対する審査 変更後の建築物エネルギー

消費性能確保計画に係る適合性判定申請手数料 

ア モデル建物基準による場合であって、工場等以外の建築物のうち非住宅部分の変更

しようとする部分の床面積（エネルギー消費性能を算出する方法（以下この号にお

いて「算出方法」という。）の変更を伴う場合にあっては、変更後の算出方法で評

価する建築物の床面積を含む。以下この号、次号、第８２号及び第８３号において

同じ。）の合計が、３００平方メートル未満のものにあっては９３，０００円、３

００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のものにあっては１１９，００

０円、１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のものにあっては

１５８，０００円、２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のも

のにあっては２６４，０００円、５，０００平方メートル以上１０，０００平方メ

ートル未満のものにあっては３３９，０００円、１０，０００平方メートル以上２

５，０００平方メートル未満のものにあっては４１５，０００円、２５，０００平

方メートル以上５０，０００平方メートル未満のものにあっては４８２，０００円、

５０，０００平方メートル以上のものにあっては６４４，０００円、工場等のうち

非住宅部分の変更しようとする部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のも

のにあっては２２，０００円、３００平方メートル以上のものにあっては変更しよ

うとする部分の床面積に応じ、前号アに規定する額 

イ モデル建物基準によらない場合であって、工場等以外の建築物のうち非住宅部分の

変更しようとする部分の床面積の合計が、３００平方メートル未満のものにあって
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は２３８，０００円、３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの

にあっては３００，０００円、１，０００平方メートル以上２，０００平方メート

ル未満のものにあっては３８８，０００円、２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のものにあっては５６３，０００円、５，０００平方メートル

以上１０，０００平方メートル未満のものにあっては６８９，０００円、１０，０

００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のものにあっては８２３，０

００円、２５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル未満のものにあ

っては９３５，０００円、５０，０００平方メートル以上のものにあっては１，１

８７，０００円、工場等のうち非住宅部分の変更しようとする部分の床面積の合計

が３００平方メートル未満のものにあっては２６，０００円、３００平方メートル

以上のものにあっては変更しようとする部分の床面積に応じ、前号イに規定する額 

ウ 第８１号ただし書又は第８２号ただし書に規定する認定を受けた建築物のうち、他

の建築物の場合であって、非住宅部分の変更しようとする部分の床面積（エネルギ

ー消費性能を算出する方法の変更を伴う場合にあっては、変更後の方法で評価する

建築物の床面積を含む。以下この号、次号、第８２号及び第８３号において同じ。）

の合計が、３００平方メートル未満のものにあっては１２，０００円、３００平方

メートル以上のものにあっては変更しようとする部分の床面積に応じ、前号ウに規

定する額 

(81) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（平成２８年国土交通省

令第５号。第８３号において「施行規則」という。）第１１条の規定に基づく省エネ

確保計画の変更が軽微な変更に該当している旨の証明の申請に対する審査 建築物エ

ネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明申請手数料 非住宅部分の変更した部分

の前号に掲げる区分及び床面積に応じ、同号に規定する額。ただし、次号ただし書又

は第８２号ただし書に規定する認定を受けた建築物のうち、他の建築物の場合にあっ

ては、省エネ確保計画に係る非住宅部分の変更した部分の床面積の合計が、３００平

方メートル未満のものにあっては１２，０００円、３００平方メートル以上のものに

あっては変更した部分の床面積に応じ、第７８号ウに規定する額 

(82) 建築物省エネ法第３４条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計

画（以下「性能向上計画」という。）の認定の申請に対する審査 建築物エネルギー

消費性能向上計画認定申請手数料 次に掲げる額を合算した額。ただし、他の建築物

が記載された性能向上計画の認定の申請にあっては、建築物ごとに次に掲げる区分及
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び床面積に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額とする。 

ア 兵庫県建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱（平成２８年４月１日

制定）第２条に規定する知事が定める機関により作成された建築物省エネ法第３５

条第１項第１号の建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する性能向上計画であ

ると認める旨の書類（以下この号において「適合証」という。）が添付されている

場合で、住宅部分（建築物省エネ法第１１条第１項に規定する住宅部分をいう。以

下この号及び第８４号において同じ。）のみを有する建築物（以下この号及び第８

４号において「住宅建築物」という。）に係る性能向上計画であるときは、一棟の

建築物で住戸の数が一の住宅（以下この号及び第８４号において「一戸建ての住宅」

という。）の床面積の合計が、２００平方メートル未満のものにあっては６，９０

０円、２００平方メートル以上のものにあっては７，４００円 

イ 適合証が添付されている場合で、住宅建築物に係る性能向上計画であるときは、一

戸建ての住宅以外の住宅の床面積（省令第４条第３項第１号に規定する共用部分の

エネルギー消費性能を評価しない場合にあっては、床面積から当該共用部分の面積

を除いた面積とする。以下この号から第８４号までにおいて同じ。）の合計が、３

００平方メートル未満のものにあっては１２，０００円、３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満のものにあっては２８，０００円、２，０００平方メ

ートル以上５，０００平方メートル未満のものにあっては６６，０００円、５，０

００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のものにあっては１０３，０

００円、１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のものにあ

っては１６５，０００円、２５，０００平方メートル以上５０，０００平方メート

ル未満のものにあっては２３４，０００円、５０，０００平方メートル以上のもの

にあっては３６８，０００円 

ウ 適合証が添付されている場合で、住宅建築物以外の建築物に係る性能向上計画であ

るときは、住宅部分の床面積の合計が、３００平方メートル未満のものにあっては

１２，０００円、３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のものにあ

っては２８，０００円、２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満

のものにあっては６６，０００円、５，０００平方メートル以上１０，０００平方

メートル未満のものにあっては１０３，０００円、１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満のものにあっては１６５，０００円、２５，０００

平方メートル以上５０，０００平方メートル未満のものにあっては２３４，０００
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円、５０，０００平方メートル以上のものにあっては３６８，０００円 

エ 適合証が添付されている場合で、住宅建築物以外の建築物に係る性能向上計画であ

るときは、非住宅部分の床面積の合計が、３００平方メートル未満のものにあって

は１２，０００円、３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のものに

あっては２２，０００円、１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未

満のものにあっては３５，０００円、２，０００平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のものにあっては１０３，０００円、５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満のものにあっては１５１，０００円、１０，０００平

方メートル以上２５，０００平方メートル未満のものにあっては１９８，０００円、

２５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル未満のものにあっては２

３９，０００円、５０，０００平方メートル以上のものにあっては３５２，０００

円 

オ 適合証が添付されていない場合で、住宅建築物に係る性能向上計画であるときは、

一戸建ての住宅の床面積の合計が、２００平方メートル未満のものにあっては３７，

０００円、２００平方メートル以上のものにあっては４２，０００円 

カ 適合証が添付されていない場合で、住宅建築物に係る性能向上計画であるときは、

一戸建ての住宅以外の住宅の床面積の合計が、３００平方メートル未満のものにあ

っては７４，０００円、３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のも

のにあっては１２６，０００円、２，０００平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のものにあっては２２２，０００円、５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のものにあっては３１０，０００円、１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００平方メートル未満のものにあっては６０４，０００円、２

５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル未満のものにあっては１，

０４５，０００円、５０，０００平方メートル以上のものにあっては１，９２３，

０００円 

キ 適合証が添付されていない場合で、住宅建築物以外の建築物に係る性能向上計画で

あるときは、住宅部分の床面積の合計が、３００平方メートル未満のものにあって

は７４，０００円、３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のものに

あっては１２６，０００円、２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル

未満のものにあっては２２２，０００円、５，０００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のものにあっては３１０，０００円、１０，０００平方メート
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ル以上２５，０００平方メートル未満のものにあっては６０４，０００円、２５，

０００平方メートル以上５０，０００平方メートル未満のものにあっては１，０４

５，０００円、５０，０００平方メートル以上のものにあっては１，９２３，００

０円 

ク 適合証が添付されていない場合で、住宅建築物以外の建築物に係る性能向上計画で、

省令第１０条第１号イ(2)及びロ(2)に規定する基準によるときは、非住宅部分の床面

積の合計が、３００平方メートル未満のものにあっては９３，０００円、３００平

方メートル以上１，０００平方メートル未満のものにあっては１１９，０００円、

１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のものにあっては１５８，

０００円、２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のものにあっ

ては２６４，０００円、５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未

満のものにあっては３３９，０００円、１０，０００平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満のものにあっては４１５，０００円、２５，０００平方メート

ル以上５０，０００平方メートル未満のものにあっては４８２，０００円、５０，

０００平方メートル以上のものにあっては６４４，０００円 

ケ 適合証が添付されていない場合で、住宅建築物以外の建築物に係る性能向上計画で、

省令第１０条第１号イ(2)及びロ(2)に規定する基準によらないときは、非住宅部分の

床面積の合計が、３００平方メートル未満のものにあっては２３８，０００円、３

００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のものにあっては３００，００

０円、１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のものにあっては

３８８，０００円、２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のも

のにあっては５６３，０００円、５，０００平方メートル以上１０，０００平方メ

ートル未満のものにあっては６８９，０００円、１０，０００平方メートル以上２

５，０００平方メートル未満のものにあっては８２３，０００円、２５，０００平

方メートル以上５０，０００平方メートル未満のものにあっては９３５，０００円、

５０，０００平方メートル以上のものにあっては１，１８７，０００円 

(83) 建築物省エネ法第３６条第１項の規定に基づく性能向上計画の変更の認定の申請

に対する審査 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 性能向上計

画に係る建築物の変更しようとする部分の前号に掲げる区分及び床面積に応じ、同号

に規定する額。ただし、他の建築物が記載されている性能向上計画の変更の認定の申

請にあっては、建築物ごとに変更しようとする部分の同号に掲げる区分及び床面積に
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応じ、同号に定める額を合算した額とする。 

(84) 施行規則第２９条の規定に基づく性能向上計画の変更が軽微な変更に該当してい

る旨の証明の申請に対する審査 建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証

明申請手数料 性能向上計画に係る建築物の変更した部分の第８１号に掲げる区分及

び床面積に応じ、同号に規定する額 

(85) 建築物省エネ法第４１条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に

適合している旨の認定の申請（以下「基準適合認定申請」という。）に対する審査 建

築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料 次に掲げる額を合算した額 

ア 兵庫県建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱（平成２８年４月

１日制定）第２条に規定する知事が定める機関により作成された建築物省エネ法第

２条第１項第３号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物であ

ると認める旨の書類（以下この号において「適合証」という。）が添付されている

場合で、住宅建築物に係る基準適合認定申請のときは、一戸建ての住宅の床面積の

合計が、２００平方メートル未満のものにあっては６，９００円、２００平方メー

トル以上のものにあっては７，４００円 

イ 適合証が添付されている場合であって、住宅建築物に係る基準適合認定申請のとき

は、一戸建ての住宅以外の住宅の床面積の合計が、３００平方メートル未満のもの

にあっては１２，０００円、３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満

のものにあっては２８，０００円、２，０００平方メートル以上５，０００平方メ

ートル未満のものにあっては６６，０００円、５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のものにあっては１０３，０００円、１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００平方メートル未満のものにあっては１６５，０００円、２

５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル未満のものにあっては２３

４，０００円、５０，０００平方メートル以上のものにあっては３６８，０００円 

ウ 適合証が添付されている場合で、住宅建築物以外の建築物に係る基準適合認定申請

のときは、住宅部分の床面積の合計が、３００平方メートル未満のものにあっては

１２，０００円、３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のものにあ

っては２８，０００円、２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満

のものにあっては６６，０００円、５，０００平方メートル以上１０，０００平方

メートル未満のものにあっては１０３，０００円、１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満のものにあっては１６５，０００円、２５，０００



33/42 

平方メートル以上５０，０００平方メートル未満のものにあっては２３４，０００

円、５０，０００平方メートル以上のものにあっては３６８，０００円 

エ 適合証が添付されている場合で、住宅建築物以外の建築物に係る基準適合認定申請

のときは、非住宅部分の床面積の合計が、３００平方メートル未満のものにあって

は１２，０００円、３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のものに

あっては２２，０００円、１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未

満のものにあっては３５，０００円、２，０００平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のものにあっては１０３，０００円、５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満のものにあっては１５１，０００円、１０，０００平

方メートル以上２５，０００平方メートル未満のものにあっては１９８，０００円、

２５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル未満のものにあっては２

３９，０００円、５０，０００平方メートル以上のものにあっては３５２，０００

円 

オ 適合証が添付されていない場合で、住宅建築物に係る基準適合認定申請で省令第１

条第１項第２号イ(2)(i)及びロ(2)に規定する基準（以下この号において「モデル住宅

基準」という。）又は同号イ(3)及びロ(3)に規定する基準（以下この号において「仕

様基準」という。）によるときは、一戸建ての住宅の床面積の合計が、２００平方

メートル未満のものにあっては２０，０００円、２００平方メートル以上のものに

あっては２２，０００円 

カ 適合証が添付されていない場合で、住宅建築物に係る基準適合認定申請で仕様基準

によらないときは、一戸建ての住宅の床面積の合計が、２００平方メートル未満の

ものにあっては３７，０００円、２００平方メートル以上のものにあっては４２，

０００円 

キ 適合証が添付されていない場合で、住宅建築物に係る基準適合認定申請で住宅部分

が省令第１条第１項第２号イ(2)(ii)及びロ(2)に規定する基準（以下この号において

「フロア入力基準」という。）によるとき、又は全ての住戸が仕様基準によるとき

は、一戸建ての住宅以外の住宅の床面積の合計が３００平方メートル未満のものに

あっては３７，０００円、３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の

ものにあっては６６，０００円、２，０００平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のものにあっては１２６，０００円、５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のものにあっては１８１，０００円、１０，０００平方メ
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ートル以上２５，０００平方メートル未満のものにあっては３２８，０００円、２

５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル未満のものにあっては５３

３，０００円、５０，０００平方メートル以上のものにあっては９４０，０００円 

ク 適合証が添付されていない場合で、住宅建築物に係る基準適合認定申請でフロア入

力基準又は仕様基準によらないときは、一戸建ての住宅以外の住宅の床面積の合計

が、３００平方メートル未満のものにあっては７４，０００円、３００平方メート

ル以上２，０００平方メートル未満のものにあっては１２６，０００円、２，００

０平方メートル以上５，０００平方メートル未満のものにあっては２２２，０００

円、５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のものにあっては

３１０，０００円、１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満

のものにあっては６０４，０００円、２５，０００平方メートル以上５０，０００

平方メートル未満のものにあっては１，０４５，０００円、５０，０００平方メー

トル以上のものにあっては１，９２３，０００円 

ケ 適合証が添付されていない場合で、住宅建築物以外の建築物に係る基準適合認定申

請で、住宅部分がモデル住宅基準若しくはフロア入力基準によるとき、又は全ての

住戸が仕様基準によるときは、住宅部分の床面積の合計が、３００平方メートル未

満のものにあっては３７，０００円、３００平方メートル以上２，０００平方メー

トル未満のものにあっては６６，０００円、２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のものにあっては１２６，０００円、５，０００平方メートル

以上１０，０００平方メートル未満のものにあっては１８１，０００円、１０，０

００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のものにあっては３２８，０

００円、２５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル未満のものにあ

っては５３３，０００円、５０，０００平方メートル以上のものにあっては９４０，

０００円 

コ 適合証が添付されていない場合で、住宅建築物以外の建築物に係る基準適合認定申

請で、モデル住宅基準、フロア入力基準又は仕様基準によらないときは、住宅部分

の床面積の合計が、３００平方メートル未満のものにあっては７４，０００円、３

００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のものにあっては１２６，００

０円、２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のものにあっては

２２２，０００円、５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満の

ものにあっては３１０，０００円、１０，０００平方メートル以上２５，０００平
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方メートル未満のものにあっては６０４，０００円、２５，０００平方メートル以

上５０，０００平方メートル未満のものにあっては１，０４５，０００円、５０，

０００平方メートル以上のものにあっては１，９２３，０００円 

サ 適合証が添付されていない場合で、住宅建築物以外の建築物に係る基準適合認定申

請でモデル建物基準によるときは、非住宅部分の床面積の合計が、３００平方メー

トル未満のものにあっては９３，０００円、３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のものにあっては１１９，０００円、１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満のものにあっては１５８，０００円、２，０００平方

メートル以上５，０００平方メートル未満のものにあっては２６４，０００円、５，

０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のものにあっては３３９，

０００円、１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のものに

あっては４１５，０００円、２５，０００平方メートル以上５０，０００平方メー

トル未満のものにあっては４８２，０００円、５０，０００平方メートル以上のも

のにあっては６４４，０００円 

シ 適合証が添付されていない場合で、住宅建築物以外の建築物に係る基準適合認定申

請でモデル建物基準によらないときは、非住宅部分の床面積の合計が、３００平方

メートル未満のものにあっては２３８，０００円、３００平方メートル以上１，０

００平方メートル未満のものにあっては３００，０００円、１，０００平方メート

ル以上２，０００平方メートル未満のものにあっては３８８，０００円、２，００

０平方メートル以上５，０００平方メートル未満のものにあっては５６３，０００

円、５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のものにあっては

６８９，０００円、１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満

のものにあっては８２３，０００円、２５，０００平方メートル以上５０，０００

平方メートル未満のものにあっては９３５，０００円、５０，０００平方メートル

以上のものにあっては１，１８７，０００円 

２ 前項第１号及び第２号における床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める面積について算定する。 

(1) 建築物を建築する場合（次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。） 当該建築

に係る部分の床面積 

(2) 確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合（移転する

場合を除く。） 当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する
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部分にあっては、当該増加する部分の床面積） 

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を

変更する場合（次号に掲げる場合を除く。） 当該移転、修繕、模様替又は用途の変

更に係る部分の床面積の２分の１ 

(4) 確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修

繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係

る部分の床面積の２分の１ 

３ 第１項第５号、第６号、第９号及び第１０号における床面積の合計は、建築物を建築

した場合（移転した場合を除く。）にあっては当該建築に係る部分の床面積について、

建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては

当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の２分の１について算定する。 

４ 第１項第６５号から第６７号までに定める額が１０，０００円未満となる場合におい

て、その額に５０円未満の端数があるときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満

の端数があるときはこれを１００円に切り上げるものとし、同項第６５号から第６７号

までに定める額が１０，０００円以上となる場合において、その額に５００円未満の端

数があるときはこれを切り捨て、５００円以上１，０００円未満の端数があるときはこ

れを１，０００円に切り上げるものとする。 

５ 第１項第６５号から第６６号の２までにおいて、計画の認定の申請に長期優良住宅普

及促進法第６条第２項の規定による申出が含まれる場合における新築に係る長期優良住

宅建築等計画認定申請手数料若しくは増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画認定

申請手数料又は計画の変更の認定の申請に長期優良住宅普及促進法第８条第２項におい

て準用する長期優良住宅普及促進法第６条第２項の規定による申出が含まれる場合にお

ける新築に係る長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料若しくは増築又は改築に係

る長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料の額は、第１項第１号に掲げる建築物に

関する確認申請等手数料の金額に相当する額（次の各号に掲げる場合にあっては、当該

額にそれぞれ当該各号に掲げる額を加算した額）を加算した額とする。 

(1) 計画に建築基準法第８７条の４に規定する建築設備に係る部分が含まれる場合 第

１項第３号に掲げる建築設備に関する確認申請等手数料の金額に相当する額 

(2) 計画に建築基準法第８８条第１項又は第２項に規定する工作物に係る部分が含まれ

る場合 第１項第４号に掲げる工作物に関する確認申請等手数料の金額に相当する額 

６ 第１項第６６号及び第６６号の２において、計画の変更の認定の申請が次の各号に掲
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げる基準（長期使用構造等適合計画にあっては第２号の基準）に適合するかどうかの認

定を要するものである場合における新築に係る長期優良住宅建築等計画変更認定申請手

数料又は増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料の額は、当該

各号に掲げる額を加算した額とする。 

(1) 長期優良住宅普及促進法第６条第１項第１号に掲げる基準 次に掲げるいずれかの

場合に応じて、それぞれ定める額 

ア 第１項第６６号における申請において、住宅が存する建築物の変更に係る部分の床

面積の合計が、２００平方メートル以下の場合は３８，０００円、２００平方メー

トルを超え５００平方メートル以下の場合は９８，０００円、５００平方メートル

を超え１，０００平方メートル以下の場合は１５６，０００円、１，０００平方メ

ートルを超え３，０００平方メートル以下の場合は３２０，０００円、３，０００

平方メートルを超え５，０００平方メートル以下の場合は５８７，０００円、５，

０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下の場合は１，０３１，０

００円、１０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以下の場合は

１，９３４，０００円、２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メート

ル以下の場合は２，８１１，０００円、３０，０００平方メートルを超える場合は

３，４７７，０００円 

イ 第１項第６６号の２における申請において、住宅が存する建築物の変更に係る部分

の床面積の合計が、２００平方メートル以下の場合は５１，０００円、２００平方

メートルを超え５００平方メートル以下の場合は１３１，０００円、５００平方メ

ートルを超え１，０００平方メートル以下の場合は２０８，０００円、１，０００

平方メートルを超え３，０００平方メートル以下の場合は４２８，０００円、３，

０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以下の場合は７８４，０００円、

５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下の場合は１，３７７，

０００円、１０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以下の場合

は２，５８３，０００円、２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メー

トル以下の場合は３，７５４，０００円、３０，０００平方メートルを超える場合

は４，６４４，０００円 

(2) 長期優良住宅普及促進法第６条第１項第２号、第５号又は第６号に掲げる基準 

ア 第１項第６６号における申請において、住宅が存する建築物の変更に係る部分の床

面積の合計が、２００平方メートル以下の場合は７，０００円、２００平方メート
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ルを超え５００平方メートル以下の場合は１２，０００円、５００平方メートルを

超え１，０００平方メートル以下の場合は１７，０００円、１，０００平方メート

ルを超え３，０００平方メートル以下の場合は３５，０００円、３，０００平方メ

ートルを超え５，０００平方メートル以下の場合は４７，０００円、５，０００平

方メートルを超え１０，０００平方メートル以下の場合は５８，０００円、１０，

０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以下の場合は１０５，０００

円、２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メートル以下の場合は１４

０，０００円、３０，０００平方メートルを超える場合は１７５，０００円 

イ 第１項第６６号の２における申請において、住宅が存する建築物の変更に係る部分

の床面積の合計が、２００平方メートル以下の場合は９，３００円、２００平方メ

ートルを超え５００平方メートル以下の場合は１６，０００円、５００平方メート

ルを超え１，０００平方メートル以下の場合は２３，０００円、１，０００平方メ

ートルを超え３，０００平方メートル以下の場合は４７，０００円、３，０００平

方メートルを超え５，０００平方メートル以下の場合は６２，０００円、５，００

０平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下の場合は７８，０００円、１

０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以下の場合は１４０，０

００円、２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メートル以下の場合は

１８７，０００円、３０，０００平方メートルを超える場合は２３４，０００円 

７ 第１項第７４号及び第７５号において、建築物の住戸の部分に係る低炭素建築物新築

等計画の認定と当該住戸を含む建築物全体に係る低炭素建築物新築等計画の認定を併せ

て申請する場合における低炭素建築物新築等計画認定申請手数料、低炭素建築物新築等

計画変更認定申請手数料又は低炭素建築物新築等計画軽微変更該当証明申請手数料の額

は、建築物全体に係る低炭素建築物新築等計画である場合における手数料の額とする。 

８ 第１項第７４号及び第７５号において、低炭素建築物新築等計画の認定の申請に低炭

素化促進法第５４条第２項の規定による申出が含まれる場合又は低炭素建築物新築等計

画の変更の認定の申請に低炭素化促進法第５５条第２項において準用する低炭素化促進

法第５４条第２項の規定による申出が含まれる場合における低炭素建築物新築等計画申

請手数料又は低炭素建築物新築等計画変更申請手数料の額は、第１項第１号及び第２項

の規定により算定する建築物に関する確認申請等手数料の金額に相当する額（次の各号

に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ当該各号に掲げる額を加算した額）を加算

した額とする。 
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(1) 低炭素建築物新築等計画に建築基準法第８７条の４に規定する建築設備に係る部分

が含まれる場合 第１項第３号に掲げる建築設備に関する確認申請又は計画通知手数

料の金額に相当する額 

(2) 低炭素建築物新築等計画に建築基準法第８８条第１項又は第２項に規定する工作物

に係る部分が含まれる場合 第１項第４号に掲げる工作物に関する確認申請又は計画

通知手数料の金額に相当する額 

９ 第１項第８２号及び第８３号において、性能向上計画の認定の申請に建築物省エネ法

第３５条第２項の規定による申出が含まれる場合若しくは性能向上計画の変更の認定の

申請に建築物省エネ法第３６条第２項において準用する建築物省エネ法第３５条第２項

の規定による申出が含まれる場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請

手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、第１項の規

定により算定する建築物に関する確認申請又は計画通知手数料の金額に相当する額（次

の各号に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ当該各号に掲げる額を加算した額）

を加算した額とする。 

(1) 性能向上計画に建築基準法第８７条の４に規定する建築設備に係る部分が含まれる

場合 第１項第３号に掲げる建築設備に関する確認申請又は計画通知手数料の金額に

相当する額 

(2) 性能向上計画に建築基準法第８８条第１項に規定する工作物に係る部分が含まれる

場合 第１項第４号に掲げる工作物に関する確認申請又は計画通知手数料の金額に相

当する額 

（徴収の時期） 

第３条 前条の規定による手数料は、当該手数料に係る事務の申請又は通知の際に徴収す

る。 

（不還付） 

第４条 既に徴収した手数料は、還付しない。 

（減免） 

第５条 市長は、第２条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合におい

ては、手数料を減額し、又は免除することができる。 

(1) 第２条第１項第１号から第１４号までに規定する事務で、建築物等が災害を受けた

ことによる場合 

(2) 第２条第１項第６３号に規定する事務で、市長が公益上必要があると認める場合又
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は災害その他特別の理由があると認める場合 

(3) その他市長が特別の理由があると認める場合 

２ 前項各号の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、手数料減免申請

書に必要な証明書等を添付して市長に提出しなければならない。 

附 則 

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年１０月１２日条例第５１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２７日条例第１８号） 

この条例は、平成１４年５月１日から施行する。 

附 則（平成１５年３月２６日条例第１１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年７月１日条例第６３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年１２月２０日条例第９０号） 

この条例は、平成１８年３月２７日から施行する。 

附 則（平成１８年９月１４日条例第９８号） 

この条例は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第３０号）の

施行の日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２８日条例第２４号） 

１ この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律

（平成１８年法律第９２号）の施行の日から施行する。 

２ この条例による改正後の姫路市建築確認申請手数料等徴収条例第２条第１項第１号か

ら第１４号までの規定は、この条例の施行の日以後に建築基準法（昭和２５年法律第２

０１号）第１８条第２項（同法第８７条第１項、第８７条の２又は第８８条第１項若し

くは第２項において準用する場合を含む。）の規定による通知がされた建築物、建築設

備又は工作物について適用する。 

附 則（平成２１年５月２９日条例第４１号） 

この条例は、平成２１年６月４日から施行する。 

附 則（平成２３年１０月６日条例第４９号） 

この条例は、平成２３年１０月２０日から施行する。 
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附 則（平成２４年３月２７日条例第２２号） 

この条例は、平成２４年５月１日から施行する。ただし、第２条第１項第３６号から第

３８号まで、第５３号及び第５４号の改正規定、同項に３号を加える改正規定（第７０号

に係る部分を除く。）並びに同条第６項の改正規定は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２７日条例第２１号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第１項第７１号及び第７２号の改

正規定は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月２０日条例第６３号） 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２４日条例第２３号） 

この条例は、平成２７年６月１日から施行する。ただし、第１条の規定は、平成２７年

４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２５日条例第３９号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年６月２４日条例第４８号） 

この条例は、平成２８年７月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２８日条例第２３号） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年１０月５日条例第６０号） 

この条例は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改

正する法律（平成２９年法律第２４号）の施行の日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２８日条例第２０号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年１０月４日条例第４６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年６月２６日条例第１０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年３月２６日条例第１９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月２９日条例第１６号） 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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附 則（令和３年１２月２２日条例第５７号） 

この条例は、令和４年２月２０日から施行する。ただし、第２条第１項第７１号の改正

規定は、公布の日から施行する。 

 


